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村
氏
神
祭
祀
組
織
の
形
態
と
し
て
の
宮
座
は
近
畿
周
辺
に
濃
密
な
分
布
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
畿

以
外
の
地
方
の
祭
祀
形
態
と
の
比
較
に
よ
り
、宮
座
慣
行
の
さ
ら
な
る
特
徴
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
乏
少
地
域
と
さ
れ
る
東
北
地
方
の
一
事
例
を
も
と
に
宮
座
の
成
立
要
因
を
探
ろ
う
と
試
み

た
。
秋
田
県
の
旧
天
王
町
（
現
潟
上
市
）
と
男
鹿
市
船
越
の
ふ
た
つ
の
地
域
に
跨
っ
て
祀
ら
れ
て
い

る
東
湖
八
坂
神
社
の
祭
典
の
統
人
（
ト
ウ
ニ
ン
）
行
事
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
統
人
行
事
の
祭
祀
組
織
を
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
主
目
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
祭
祀

組
織
の
中
心
的
役
割
を
担
う
人
物
を
統
人
と
い
い
、
こ
の
統
人
制
の
継
承
こ
そ
が
東
湖
八
坂
神
社
祭

の
中
枢
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
統
人
、
東
湖
八
坂
神
社
、
お
竹
、
お
は
き
様
、
牛
乗
り
、
く
も
舞

宮
座
の
乏
少
地
域
の
東
北
地
方
の一事
例

東
湖
八
坂
神
社
祭
統
人
行
事
の
場
合
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は
じ
め
に

東
北
地
方
は
宮
座
の
乏
少
地
帯
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
乏
少
地
帯
の
ひ
と
つ
の

秋
田
県
の
事
例
を
採
り
あ
げ
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
佐
藤
敬
の
「
東
北
地
方
に
お
け

る
宮
座
の
乏
少
性
に
つ
い
て
―
秋
田
県
仙
北
郡
協
和
町
船
玉
神
社
を
中
心
と
し
て
）
1
（

」

で
あ
る
。
こ
れ
は
近
畿
地
方
の
事
例
に
啓
発
さ
れ
、
比
較
考
察
を
試
み
よ
う
と
し
た

野
心
作
で
あ
っ
た
。宮
座
慣
行
に
関
す
る
報
告
事
例
の
乏
し
い
東
北
地
方
に
お
い
て
、

な
ぜ
こ
の
地
方
に
宮
座
が
成
立
し
な
い
の
か
と
い
う
宮
座
成
立
の
要
因
を
探
ろ
う
と

し
た
。
そ
し
て
事
例
と
し
た
の
が
宮
座
慣
行
が
残
存
し
て
い
な
い
秋
田
県
仙
北
郡
旧

協
和
町
（
現
大
仙
市
）
の
船
玉
神
社
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
秋
田
県
に
お
い
て
は
こ
れ

以
前
か
ら
宮
座
と
目
さ
れ
る
行
事
が
あ
っ
た
。

秋
田
県
潟
上
市
（
旧
南
秋
田
郡
天
王
町
）
の
東
湖
八
坂
神
社
の
天
王
祭
は
、
東
北

地
方
で
は
稀
有
な
統
人
制
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
統
人
制
と
は
、
一
般
に
頭

屋
制（
当
屋
制
）と
い
わ
れ
て
、ほ
ぼ
全
国
に
分
布
す
る
村
落
祭
祀
の
一
形
態
で
あ
る
。

東
湖
八
坂
神
社
祭
の
統
人
行
事
は
、も
と
も
と
は
同
一
村
落
祭
祀
で
あ
っ
た
の
が
、

現
在
ま
で
の
伝
承
地
は
ふ
た
つ
の
地
区
に
分
か
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
潟
上
市
天
王

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
男
鹿
市
船
越
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
行
事
内
容
が
錯
綜
し

て
お
り
、
伝
承
行
事
が
天
王
と
船
越
の
両
方
に
跨
っ
て
い
る
。
天
王
と
船
越
は
各
々

が
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
両
方
の
地
区
は
共
通
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま

た
、
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
の
統
人
行
事
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
の
行
事
内
容
を
時
系
列
的
に
追
っ
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
宮
座
慣
行
が
組
織
的
に
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
証
を

試
み
る
こ
と
に
す
る
。

❶
統
人
行
事

（
1
）お
竹
受
け

（
天
王
）
七
月
七
日
午
後
一
一
時
五
〇
分
頃
、
古
一
番
統
人
、
古
二
番
統
人
、
本

郷
責
任
役
員
、
二
番
統
地
区
選
出
責
任
役
員
の
四
人
が
神
社
神
楽
殿
に
参
集
す
る
。

七
月
八
日
午
前
〇
時
に
拝
殿
前
向
拝
で
お
竹
を
受
け
る
。
お
竹
を
担
い
だ
古
一
番
統

人
と
古
二
番
統
人
は
責
任
役
員
の
先
導
で
新
し
く
お
竹
を
受
け
る
統
人
宅
へ
向
か

う
。（

船
越
）
七
月
六
日
午
前
中
、
統
前
町
の
統
屋
に
神
官
を
迎
え
て
神ひも
ろ
ぎ籬

の
修
祓
式

を
行
う
儀
式
を
す
る
。
参
列
者
は
迎
え
統
の
祭
典
行
事
を
担
当
す
る
者
で
、
責
任
役

員
、
氏
子
総
代
、
迎
え
統
・
本
統
、
露
払
い
（
迎
え
統
人
）、
祭
典
委
員
長
、
町
内

祭
典
関
係
者
で
あ
る
。
迎
え
統
一
番
統
人
、
二
番
統
人
は
露
払
い
を
勤
め
る
。
露
払

い
の
一
番
統
人
、
二
番
統
人
は
、
七
月
七
日
午
後
六
時
頃
の
神
幸
式
終
了
後
に
、
拝

殿
向
拝
に
て
お
竹
を
待
つ
。
本
殿
に
て
お
竹
渡
し
の
祭
式
が
済
ん
だ
後
に
、
宮
司
よ

り
お
竹
を
拝
受
す
る
。
一
番
統
人
の
露
払
い
が
宮
司
よ
り
お
竹
を
拝
受
し
た
ら
、
迎

え
統
の
統
屋
に
向
か
う
。
そ
し
て
、
お
竹
を
神ひも
ろ
ぎ籬

祓
い
の
際
に
作
っ
た
盛
砂
山
に
左

側
か
ら
挿
し
込
む
。
二
番
統
人
の
露
払
い
も
宮
司
よ
り
お
竹
を
拝
受
し
て
迎
え
統
の

統
屋
に
向
か
い
盛
っ
た
砂
山
の
右
側
か
ら
挿
入
す
る
。

（
2
）お
竹
納
め

（
天
王
）
七
月
八
日
お
竹
を
受
け
た
新
二
番
統
人
は
、
二
番
統
地
区
選
出
神
社
責

任
役
員
を
先
導
に
お
竹
を
担
い
で
新
一
番
統
と
と
も
に
神
社
責
任
役
員
、
新
一
番
統

人
、
新
二
番
統
人
の
順
に
列
を
な
し
て
神
社
に
参
内
す
る
。
宮
司
に
お
竹
を
渡
し
て

祈
禱
終
了
後
、
新
一
番
統
人
、
新
二
番
統
人
は
お
竹
を
担
い
で
境
内
の
お
竹
の
庭
に

て
お
竹
納
め
を
す
る
。

（
船
越
）
七
月
八
日
新
統
前
町
の
統
屋
の
清
浄
な
前
庭
の
左
側
に
一
番
竹
、
右
側
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に
二
番
竹
を
安
置
す
る
六
尺
四
方
の
場
所
を
つ
く
る
。
船
越
で
は
お
は
き
様
と
呼
ん

で
い
る
。

（
3
）月
並
祈
禱
祭

（
天
王
・
船
越
）
八
月
一
日
よ
り
、
九
月
、
一
〇
月
、
一
一
月
、
一
二
月
、
一
月
、

二
月
、
三
月
、
四
月
、
五
月
、
六
月
の
毎
月
一
日
に
行
わ
れ
る
。
早
朝
に
天
王
と
船

越
の
両
方
の
新
統
人
一
番
統
人
、
二
番
統
人
の
合
わ
せ
て
四
人
が
一
緒
に
参
殿
し
て

月
並
祈
禱
祭
に
参
列
す
る
。
祈
禱
祭
終
了
後
に
参
列
者
四
人
が
宮
司
か
ら
御
神
酒
を

拝
載
す
る
。

（
4
）統
人
夜
籠
式
・
固
め
の
儀
式

（
天
王
・
船
越
）
一
二
月
一
七
日
午
後
七
時
、
天
王
と
船
越
の
者
が
神
社
に
参
殿

し
て
夜
籠
式
を
行
う
。
参
列
者
は
、
天
王
が
責
任
役
員
、
氏
子
総
代
、
新
統
一
番
統

人
（
統
人
と
警
護
三
人
）、
新
統
二
番
統
人
（
統
人
と
警
護
三
人
）、
古
統
一
番
統
人

（
統
人
と
警
護
三
人
）、
古
統
二
番
統
人
（
統
人
と
警
護
三
人
）
で
あ
る
。
船
越
が
責

任
役
員
、
氏
子
総
代
、
新
統
一
番
統
人
（
統
人
と
警
護
）、
新
統
二
番
統
人
（
統
人

と
警
護
）、
古
統
一
番
統
人
（
統
人
と
警
護
）、
古
統
二
番
統
人
（
統
人
と
警
護
）
で

あ
る
。
拝
殿
に
て
祈
禱
修
祓
後
、
夜
籠
神
事
を
行
う
。
終
了
後
に
神
楽
殿
に
て
、
宮

司
と
新
統
人
・
古
統
人
と
の
固
め
の
儀
式
を
行
う
。

（
5
）統
人
夜
籠
式
・
固
め
の
儀
式

（
天
王
・
船
越
）
一
月
六
日
に
行
う
が
、
内
容
は
一
二
月
一
七
日
の
夜
籠
式
と
同

じ
で
あ
る
。
諸
経
費
は
前
回
が
古
統
人
負
担
だ
っ
た
の
が
、
今
回
は
新
統
人
の
負
担

と
な
る
。

（
6
）御
味
噌
煮
式
・
御
味
噌
埋
式

（
天
王
）
七
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
の
八
日
間
に
神
社
参
拝
や
神
前
に
供
え
る
も

の
や
祭
典
中
の
料
理
に
使
用
す
る
味
噌
を
煮
る
儀
式
を
三
月
二
四
日
か
ら
行
う
。
一

番
統
人
宅
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
味
噌
の
窯
か
ま
ど造

り
を
行
う
。
窯
場
の
祈
禱
修
祓
式
を
宮
司
、
酒
部
屋
親
爺
、
一
番
統
人
、
二
番
統
人
、

味
噌
煮
役
ら
が
行
う
。
三
月
二
五
日
は
味
噌
搗
き
と
味
噌
埋
式
が
行
わ
れ
る
。
神
社

境
内
の
味
噌
埋
め
場
に
穴
を
掘
っ
て
埋
め
る
。
一
番
統
人
、
二
番
統
人
、
酒
部
屋
親

爺
の
三
人
が
参
殿
し
て
味
噌
埋
奉
告
祭
を
執
行
す
る
。

（
7
）桴ばち
埋
め

（
天
王
）
六
月
一
六
日
に
一
番
統
屋
敷
内
の
浄
地
に
縦
横
六
尺
、
深
さ
四
尺
ほ
ど

の
穴
を
掘
る
。
そ
の
穴
に
筵
を
敷
い
て
柳
の
枝
で
作
っ
た
二
〇
〇
本
の
桴ばち
を
四
、五

段
ほ
ど
縦
横
交
互
に
配
列
し
た
も
の
に
筵
を
被
せ
て
土
に
埋
戻
し
て
注
連
縄
を
張

り
、
中
心
に
御
幣
を
立
て
る
。

（
8
）ひ
え
も
の
神
事

（
天
王
）
七
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
、
統
人
が
神
社
参
拝
の
時
に
酒
部
屋
よ
り
受

け
て
神
前
に
供
す
る
蕎
麦
も
や
し
、
豆
も
や
し
の
播
種
を
行
う
儀
式
で
あ
る
。
ひ
え

も
の
囲
い
の
場
所
は
一
番
統
宅
地
内
に
設
置
し
た
が
、
現
在
は
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
の
裏
地
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
船
越
）
七
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
の
祭
典
の
神
饌
に
必
要
な
豆
も
や
し
と
蕎
麦

も
や
し
の
播
種
と
修
祓
式
を
行
う
儀
式
で
あ
る
。統
屋
の
清
浄
な
空
地
に
間
口
五
尺
、

奥
行
一
間
、
側
面
に
菰
五
枚
、
屋
根
に
菰
三
枚
を
使
っ
た
囲
い
小
屋
を
作
っ
た
。
囲

い
の
前
に
八
帖
の
ゴ
ザ
を
敷
に
祭
壇
を
設
け
る
。
酒
部
屋
姥
、
責
任
役
員
、
氏
子
総

代
、
一
番
統
人
、
二
番
統
人
、
く
も
舞
人
が
出
席
し
て
修
祓
式
を
行
う
。

（
9
）桴ばち
揚
げ
・
皮
は
ぎ

（
天
王
）
六
月
二
三
日
に
桴ばち
揚
げ
を
す
る
。
御
幣
、
注
連
縄
を
よ
せ
て
桴ばち
を
掘
り

起
こ
し
た
。
水
で
よ
く
洗
っ
て
泥
を
お
と
し
た
。
そ
し
て
作
業
者
各
自
が
分
担
し
て

皮
剥
ぎ
を
し
た
。
桴ばち
は
二
本
一
組
と
し
て
八
〇
組
作
っ
た
。
出
来
た
ら
一
番
統
人
宅
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地
内
に
作
ら
れ
た
櫓
に
桴ばち
を
並
べ
て
乾
か
し
た
。
七
月
一
日
の
太
鼓
叩
き
の
日
ま
で

乾
燥
さ
せ
た
。

 （
10
）酒
部
屋
造
り
・
酒
部
屋
修
祓
式

（
天
王
）
六
月
二
四
日
午
後
一
時
頃
、
酒
部
屋
造
り
の
場
所
は
一
番
統
家
屋
内
で

あ
っ
た
が
、
現
在
は
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置
し
て
い
る
。
広
さ
は

一
坪
半
で
あ
る
。
完
成
後
、
宮
司
、
酒
部
屋
親
爺
、
一
番
統
人
、
二
番
統
人
が
酒
部

屋
に
入
り
、
修
祓
式
を
行
う
。

（
船
越
）
統
屋
内
の
一
間
四
方
に
酒
部
屋
を
造
り
、
修
祓
式
を
行
う
。
六
月
二
五

日
午
前
中
に
作
業
に
入
り
、
造
り
終
え
た
ら
、
宮
司
、
酒
部
屋
姥
の
両
人
の
み
で
修

祓
式
を
行
う
。
本
来
の
酒
部
屋
は
一
番
統
人
の
家
屋
内
と
し
て
い
た
が
、
個
人
統
よ

り
町
内
統
に
な
っ
て
か
ら
は
町
内
会
館
な
ど
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　（
11
）味
噌
揚
げ
式

（
天
王
）
六
月
二
五
日
の
味
噌
揚
げ
式
は
三
月
二
五
日
に
神
社
境
内
に
納
埋
し
て

醸
成
し
た
味
噌
を
掘
り
揚
げ
た
。
そ
し
て
、
前
日
に
造
っ
た
酒
部
屋
に
納
め
て
修
祓

し
た
。
さ
ら
に
、
神
社
に
参
殿
し
て
奉
告
祈
禱
を
受
け
る
一
連
の
儀
式
で
あ
る
。

（
12
）柏
葉
迎
え　
　
　
　

（
天
王
）
六
月
二
七
日
早
朝
に
七
月
一
日
か
ら
諸
神
事
の
際
に
供
す
る
神
饌
を
盛

る
容
器
と
し
て
用
い
る
柏
葉
を
採
取
す
る
行
事
で
あ
る
。
一
番
統
人
と
手
伝
人
と
が

柏
葉
一
一
〇
枚
を
採
取
し
て
酒
部
屋
親
爺
に
届
け
る
。

（
船
越
）
六
月
二
五
日
午
前
中
に
、
七
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
の
祭
典
に
必
要
な

神
饌
と
敷
物
に
す
る
柏
の
葉
を
脇
本
の
小
山
田
家
よ
り
貰
い
受
け
る
行
事
で
あ
る
。

本
来
は
六
月
二
八
日
早
朝
に
柏
葉
迎
え
を
し
た
と
い
う
。

（
13
）大
幣
振
身
固
祈
禱

（
天
王
）
統
人
大
幣
振
稚
児
を
一
番
統
と
二
番
統
よ
り
各
々
一
人
ず
つ
出
て
、
六

月
二
八
日
よ
り
七
月
六
日
ま
で
毎
日
午
後
三
時
頃
ま
で
酒
部
屋
に
入
り
、
神
子
に
よ

る
大
幣
振
身
固
め
祈
禱
を
受
け
る
。

（
14
）太
鼓
叩
き
・
チ
ャ
グ
ラ
舞

（
天
王
）
七
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
、
早
朝
太
鼓
叩
き
が
太
鼓
を
打
ち
な
ら
し
て

本
郷
町
内
を
巡
回
し
た
。
最
初
は
一
番
統
屋
前
で
打
ち
な
ら
し
、神
社
参
拝
を
し
て
、

太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
社
殿
を
左
回
り
に
三
周
す
る
。
御
休
場
、
神
明
社
、
愛
宕
神
社
、

古
統
人
宅
を
巡
回
し
な
が
ら
朝
夕
二
回
町
内
を
一
巡
す
る
。
七
月
五
日
か
ら
は
服
装

を
半
纏
、
鉢
巻
、
襷
、
帯
に
改
め
て
町
内
を
巡
回
す
る
。
特
に
五
日
の
昼
中
一
回
は

一
番
統
以
外
の
す
な
わ
ち
二
番
統
を
出
す
部
落
会
（
江
川
・
羽
立
・
中
羽
立
・
渋
谷
・

児
玉
・
塩
口
）
を
一
巡
す
る
。

（
船
越
）
七
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
太
鼓
叩
き
の
行
事
が
あ
る
。
一
日
か
ら
四
日

ま
で
は
早
朝
に
、
統
屋
か
ら
神
社
、
そ
し
て
統
屋
と
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
練
歩
く
。

午
後
は
町
内
を
一
巡
す
る
。
す
な
わ
ち
朝
と
午
後
の
二
回
行
う
。
五
日
か
ら
は
服
装

は
全
員
浴
衣
と
な
る
。
七
月
六
日
は
朝
と
夕
の
七
度
半
詣
り
を
行
う
。
七
日
は
朝
と

神
幸
式
、
く
も
舞
の
際
に
行
う
。
天
王
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
太
鼓
叩
き
の
他
に
チ
ャ

グ
ラ
舞
を
行
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
神
社
拝
殿
前
、氏
子
総
代
、統
屋
の
家
な
ど
で
舞
っ

た
の
で
あ
る
。

（
15
）大
幟
立
て

（
天
王
）
七
月
一
日
の
早
朝
に
統
人
宅
前
に
大
幟
を
立
て
る
。
こ
れ
は
七
月 

七
日

ま
で
立
て
ら
れ
る
。
一
番
統
は
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
前
庭
に
、
二
番
統

は
統
人
宅
前
に
立
て
ら
れ
る
。

（
船
越
）
七
月
一
日
の
早
朝
に
統
屋
前
に
大
幟
を
立
て
る
。

（
16
）朝
詣
り
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（
天
王
・
船
越
）
七
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
、
天
王
の
責
任
役
員
、
統
人
、
警
護
、

大
幣
振
稚
児
、
船
越
の
統
人
、
警
護
、
大
幣
振
稚
児
の
参
列
者
で
朝
詣
り
を
行
う
。

（
17
）大
幣
立
式

（
天
王
）
七
月
一
日
の
大
幣
立
式
は
責
任
役
員
、
一
番
統
人
、
二
番
統
人
の
順
に

行
わ
れ
る
が
、
現
在
は
責
任
役
員
と
一
番
統
人
が
合
同
で
行
う
。
大
幣
囲
い
造
り
を

本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
造
り
、
大
幣
を
三
本
造
り
、
大
幣
立
の
正
面
に
立

て
る
。
二
番
統
人
宅
で
も
大
幣
を
二
本
造
る
。

（
船
越
）
七
月
一
日
に
統
屋
の
清
浄
な
庭
で
大
幣
囲
い
造
り
を
し
、
神
官
の
指
示

に
て
三
本
の
大
幣
棒
を
造
る
。

（
18
）朝
詣
り

（
天
王
・
船
越
）七
月
五
日
の
朝
詣
り
よ
り
八
日
ま
で
、例
大
祭
参
列
者
全
員
が
揃
っ

て
参
拝
す
る
。
こ
の
日
、
牛
乗
り
人
、
く
も
舞
人
の
両
人
と
古
統
人
は
首
懸
け
注
連

縄
を
受
け
る
。

（
19
）神
輿
磨
き

（
天
王
・
船
越
）
七
月
五
日
の
朝
詣
り
終
了
後
に
神
輿
磨
き
を
行
う
。
天
王
の
統

人
か
ら
二
人
、
船
越
の
統
人
か
ら
二
人
の
四
人
が
出
て
こ
の
作
業
を
担
当
す
る
。
半

紙
で
神
輿
を
磨
く
。

（
20
）朝
詣
り
・
例
祭

（
天
王
・
船
越
）
七
月
六
日
、
天
王
の
例
大
祭
参
列
者
全
員
が
太
鼓
叩
き
を
先
頭

に
し
て
行
列
を
組
み
、
神
社
に
参
殿
し
て
朝
詣
り
を
す
る
。
太
鼓
叩
き
は
先
導
役
を

果
す
と
解
散
と
な
る
。
船
越
の
例
大
祭
参
列
者
全
員
が
朝
詣
り
を
行
う
。
太
鼓
叩
き

の
先
導
は
な
い
。
午
前
一
〇
時
に
執
行
例
祭
儀
式
が
行
わ
れ
る
。

（
21
）竹
伐
り
の
神
事

七
月
六
日
は
竹
伐
り
の
神
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
鹿
市
脇
本
の
伊
藤
宮
司
宅
に
お

い
て
執
り
行
わ
れ
る
。二
本
を
一
組
と
す
る
二
組
四
本
の
竹
を
他
の
八
本
で
く
る
み
、

麻
と
半
紙
で
結
わ
え
る
。
調
整
し
た
お
竹
を
伊
藤
宮
司
宅
内
に
あ
る
祭
壇
に
供
え
、

お
竹
迎
え
を
待
つ
。

（
22
）お
竹
迎
え

（
天
王
）
七
月
六
日
午
前
一
〇
時
、
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
か
ら
古
二
番

統
人
を
正
使
と
、
新
二
番
統
人
の
二
人
が
お
竹
迎
え
に
向
か
う
。
神
社
に
参
殿
し
て

宮
司
よ
り
修
祓
を
受
け
て
伊
藤
宮
司
宅
を
目
指
す
。伊
藤
宮
司
宅
よ
り
お
竹
を
運
び
、

両
統
人
は
天
王
の
神
社
に
至
る
。
神
社
に
到
着
を
告
げ
、
宮
司
に
お
竹
を
受
け
取
っ

て
も
ら
い
、
本
殿
御
簾
の
前
に
納
め
る
。

（
23
）宵
宮
・
七
度
半
詣
り

（
天
王
・
船
越
）七
月
六
日
午
後
六
時
、例
大
祭
参
列
者
全
員
が
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
に
集
合
し
、
太
鼓
叩
き
を
先
導
に
行
列
を
組
ん
で
参
殿
す
る
。
新
一
番
統

人
、
新
二
番
統
人
、
古
一
番
統
人
、
古
二
番
統
人
の
四
人
は
供
物
を
入
れ
た
吊
桶
を

持
参
す
る
。
参
列
者
は
神
社
拝
殿
前
に
至
っ
て
参
拝
し
、
ま
た
大
鳥
居
ま
で
引
き
返

す
と
い
う
こ
と
を
七
回
繰
り
返
し
、
八
回
目
に
参
道
の
中
間
地
点
に
当
る
曲
り
角
で

折
り
返
し
て
参
拝
を
し
て
終
了
す
る
こ
れ
を
七
度
半
詣
り
と
い
っ
た
。
船
越
も
同
様

に
七
度
半
詣
り
を
す
る
が
、
終
了
後
に
チ
ャ
グ
ラ
舞
を
行
う
。

（
24
）宵
宮
・
夜
籠
式

（
天
王
・
船
越
）
七
月
六
日
の
七
度
半
詣
り
終
了
後
、太
鼓
叩
き
は
解
散
に
な
る
が
、

残
り
の
参
列
者
全
員
が
神
楽
殿
に
あ
が
り
、
夜
籠
式
を
行
う
。
参
列
者
に
御
神
酒
と

御
供
を
拝
載
す
る
式
後
に
神
楽
奉
納
、
番
楽
披
露
と
な
る
。

（
25
）朝
詣
り
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（
天
王
・
船
越
）
七
月
七
日
午
前
九
時
に
太
鼓
叩
き
を
先
導
と
し
て
行
列
を
組
ん

で
神
社
に
、
宵
宮
の
参
拝
と
同
様
の
七
度
半
詣
り
を
行
う
。
終
了
後
、
神
楽
殿
に
て

祈
禱
と
修
祓
を
受
け
る
。

（
26
）神
幸
祭

七
月
七
日
の
神
幸
祭
は
、
神
輿
渡
御
、
牛
乗
り
、
く
も
舞
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
午
後
四
時
に
神
輿
渡
御
は
大
鳥
居
前
に
神
輿
行
列
参
列
者
を
整
列

さ
せ
る
。
行
列
は
露
払
い
、
山
車
太
鼓
、
幟
背
負
、
大
幣
振
、
責
任
役
員
、
大
榊
、

神
輿
御
竹
、
宮
司
、
神
子
、
責
任
役
員
、
氏
子
総
代
、
供
奉
員
。
神
輿
は
天
王
か
ら

船
越
へ
渡
御
し
、
御
旅
所
に
着
與
す
る
。
そ
し
て
午
後
五
時
前
に
神
輿
渡
御
行
列
は

御
旅
所
を
出
発
し
、
船
越
よ
り
の
所
で
、
馬
場
目
川
の
船
上
で
待
機
し
て
い
る
く
も

舞
に
向
か
う
た
め
に
停
止
す
る
。
午
後
五
時
半
、
神
輿
は
く
も
舞
か
ら
天
王
方
向
へ

と
渡
御
す
る
。
愛
宕
神
社
の
境
内
の
御
旅
所
に
駐
與
す
る
。
再
び
神
輿
渡
御
行
列
が

出
発
し
、
又
兵
衛
屋
敷
井
戸
、
東
湖
八
坂
神
社
を
通
過
し
て
曲
町
上
の
御
休
場
へ
着

與
と
な
る
。
神
官
や
神
子
が
チ
ョ
マ
ン
船
よ
り
戻
り
、
こ
こ
で
神
幸
の
式
が
終
る
。

神
輿
行
列
は
神
社
前
ま
で
供
奉
斉
行
し
て
解
散
と
な
る
。
神
輿
は
拝
殿
に
て
還
御
の

儀
が
行
わ
れ
る
。

牛
乗
り
儀
式
は
天
王
で
あ
る
。
午
後
二
時
か
ら
の
牛
曳
人
の
七
度
半
迎
え
か
ら
は

じ
ま
る
。
牛
曳
人
が
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
酒
部
屋
に
入
り
、
牛
乗
り
人

に
装
束
を
着
け
さ
せ
、
牛
乗
り
人
、
牛
曳
人
、
酒
部
屋
親
爺
の
三
人
の
盃
事
を
行
う
。

神
牛
は
神
社
境
内
の
牛
舎
よ
り
曳
い
て
き
て
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
待
機

さ
せ
る
。
酒
部
屋
で
牛
乗
り
儀
式
を
終
え
て
人
事
不
詳
の
神
が
か
り
と
な
っ
た
牛
乗

り
人
を
牛
曳
人
が
抱
き
か
か
え
て
、神
牛
に
乗
せ
て
新
統
人
警
護
と
と
も
に
支
え
る
。

牛
曳
人
は
神
牛
の
手
綱
を
取
り
、
古
一
番
統
人
、
古
二
番
統
人
、
六
人
の
古
統
人
警

護
が
先
払
い
を
し
、
牛
曳
人
、
牛
乗
り
人
と
神
牛
、
六
人
の
新
統
人
警
護
が
続
き
、

新
一
番
統
人
が
神
力
を
も
っ
て
従
い
、
新
二
番
統
人
が
後
躯
と
な
る
。
天
王
側
の
川

岸
に
到
着
し
、
神
輿
が
橋
の
上
に
く
る
の
を
待
っ
て
行
わ
れ
る
船
越
側
の
く
も
舞
の

神
事
に
対
峙
す
る
。
く
も
舞
が
終
る
と
神
輿
行
列
の
最
後
尾
に
加
わ
り
、
途
中
又
兵

衛
井
戸
で
牛
の
口
を
洗
い
天
王
の
酒
部
屋
に
帰
っ
て
行
く
。
そ
し
て
牛
乗
り
人
を
正

気
に
戻
す
の
で
あ
る
。

く
も
舞
の
神
事
は
船
越
で
あ
る
。
く
も
舞
は
午
後
二
時
す
ぎ
に
統
屋
に
来
る
。
し

ば
ら
く
し
て
御
神
幸
が
船
越
に
入
っ
て
か
ら
統
屋
を
出
て
、
船
越
水
道
中
程
に
留

ま
っ
て
い
る
チ
ョ
マ
ン
船
に
移
る
。
こ
の
後
を
神
子
船
に
神
官
と
神
子
が
乗
っ
た
船

が
チ
ョ
マ
ン
船
に
付
添
っ
て
見
守
る
。
チ
ョ
マ
ン
船
に
乗
り
移
っ
た
く
も
舞
人
は
真

紅
の
上
衣
、
モ
ン
ペ
、
手
甲
、
脚
半
と
黒
網
の
覆
面
を
着
け
る
。
や
が
て
神
輿
が
船

越
の
御
旅
所
か
ら
引
き
返
し
て
八
竜
橋
の
上
で
休
止
し
、
天
王
の
牛
乗
り
も
対
岸
に

参
着
す
る
。
こ
れ
を
見
計
ら
っ
て
舞
人
は
艫
の
蛇
柱
に
登
り
、
張
っ
て
あ
る
二
本
の

大
綱
の
上
で
ト
ン
ボ
返
り
を
二
回
し
て
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
回
転
す
る
。
こ
れ
が
終

る
と
御
神
幸
行
列
が
移
動
す
る
。
く
も
舞
が
終
わ
る
と
、
神
子
船
は
天
王
の
船
場
に

戻
り
、再
び
御
神
幸
行
列
に
加
わ
る
。
く
も
舞
人
も
着
替
え
て
船
越
の
統
屋
へ
戻
る
。

（
27
）大
幣
引
き

（
船
越
）
七
月
七
日
夜
八
時
、
責
任
役
員
、
氏
子
総
代
、
祭
典
関
係
者
が
待
機
し

て
い
る
統
屋
に
神
官
が
到
着
す
る
。
神
官
は
大
幣
、
お
迎
え
し
た
お
は
き
様
、
神
事

装
備
を
解
体
す
る
。
ひ
え
も
の
の
囲
い
も
酒
部
屋
姥
が
七
月
八
日
に
ひ
え
も
の
を
抜

き
取
り
、
解
体
す
る
。

（
28
）注
連
納
め 　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
王
・
船
越
）
七
月
八
日
早
朝
、七
月
五
日
の
朝
詣
り
参
列
者
全
員
が
参
殿
す
る
。

懸
け
注
連
納
め
の
儀
式
を
行
う
。
牛
乗
り
人
、
く
も
舞
人
、
天
王
と
船
越
の
責
任
役

員
、
氏
子
総
代
、
新
統
一
番
統
、
大
幣
振
、
警
護
、
新
統
二
番
統
、
大
幣
振
、
警
護
、

古
統
一
番
統
、
大
幣
振
、
警
護
、
古
統
二
番
統
、
大
幣
振
、
警
護
の
順
に
首
に
掛
け

た
首
懸
け
注
連
を
外
し
て
神
前
に
納
め
る
。
宮
司
よ
り
祭
典
の
一
切
が
無
事
終
了
し

た
と
の
報
告
が
述
べ
ら
れ
る
。
船
越
で
は
注
連
納
め
を
も
っ
て
祭
典
の
後
片
付
け
が
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行
わ
れ
る
。
統
屋
に
お
い
て
祭
典
終
了
を
祝
っ
て
盛
大
な
宴
を
催
す
。
こ
れ
を
笠
納

め
と
い
っ
た
。

❷
統
人

天
王
祭
す
な
わ
ち
東
湖
八
坂
神
社
の
祭
礼
は
「
統
人
」
と
い
わ
れ
る
神
勤
奉
仕
役

が
中
心
と
な
る
。
こ
こ
で
は
当
屋
・
頭
屋
に
あ
た
り
神
事
や
行
事
の
担
い
手
を
当
人
・

頭
人
と
称
す
る
。
す
べ
る
ひ
と
「
統
べ
る
人
」
と
し
て
統
人
と
書
き
表
し
て
い
る
。

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
旧
天
王
町
の
「
郷
土
誌
」
に
は
、｢

統

人｣

と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
は
、
こ
の
統
人
と
な
り
、
東
湖
八
坂
神
社
文
書

に
は
こ
の
統
人
を
用
い
て
き
て
い
る
。

統
人
の
関
係
す
る
神
事
や
行
事
は
一
年
間
に
わ
た
る
も
の
で
、
前
節
の
と
お
り
で

あ
る
。
そ
れ
を
表
で
表
現
す
る
と
表
―
Ⅰ
の
と
お
り
で
あ
る
。
概
ね
一
八
項
目
に
分

け
ら
れ
る
。

統
人
は
お
竹
渡
し
に
よ
る
お
竹
を
受
け
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
の
年
の
祭
礼

日
ま
で
は
新
統
人
と
し
て
勤
仕
し
、
さ
ら
に
新
統
人
が
終
っ
た
ら
、
引
続
い
て
古
統

人
と
し
て
の
役
目
を
担
う
、
足
掛
け
三
年
間
の
統
役
を
勤
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

図
解
し
た
の
が
図
―
Ⅰ
で
あ
る
。
統
人
と
し
て
丸
々
二
年
間
、
足
掛
け
三
年
を
天
王

祭
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。天
王
の
新
統
一
番
統
人
、新
統
二
番
統
人
、古
統
一
番
統
人
、

古
統
二
番
統
人
の
四
人
で
あ
る
。
船
越
の
新
統
一
番
統
人
、
新
統
二
番
統
人
、
古
統

一
番
統
人
、
古
統
二
番
統
人
の
四
人
で
あ
る
。
全
部
で
八
人
の
統
人
が
天
王
祭
の
祭

1
7月 7日 
7月 8日 
7月 8日

お竹渡し・お竹受け（船越） 
お竹渡し・お竹受け（天王） 
お竹納め（天王）・おはき様の儀（船越）

2 8月 1日月並祈禱祭（毎月1日につき詣り）

3 12月17日 
　 1月 6日

統人夜籠式 
統人夜籠式・固めの儀式

4 3月24・25日御味噲煮・御味噲埋式・統人固め式（天王）
5 6月16・23日桴埋め・桴揚げ・皮はぎ
6 6月20日ひえもの神事
7 6月24・25日酒部屋造り・酒部屋修祓い式・御味噲揚式
8 6月27・25日柏葉迎え
9 6月28日大幣振り身固め祈禱
10 7月 1日大幣立式・大幟立て・朝詣り（1日～ 4日）
11 7月 5日朝詣り（5日～ 8日）
12 7月 5日神輿磨き
13 7月 6日神籬祓いの儀
14 7月 6日お竹迎え（天王）
15 7月 6日宵宮七度半詣り・夜籠式
16 7月 7日御神幸・牛乗り神事・くも舞神事
17 7月 7日大幣引き（船越）
18 7月 8日注連納め・笠納め（船越）

典
実
施
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

統
人
の
選
出
は
、
本
来
は
、
信

仰
を
重
視
す
る
う
え
で
、
あ
く
ま

で
も
個
人
の
希
望
で
あ
っ
た
。
東

湖
八
坂
神
社
の
祭
典
で
、
統
人
を

勤
仕
す
る
の
は
信
仰
上
か
ら
も
、

社
会
的
な
も
の
か
ら
も
重
要
な
位

置
づ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
個

人
に
と
っ
て
は
統
人
の
大
役
が
光

栄
な
こ
と
で
も
あ
り
、
名
誉
な
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
統
人
に
な
る
に

は
多
額
の
経
費
と
労
力
を
消
費
す

る
。
一
生
の
う
ち
で
、
一
度
は
統

役
を
担
っ
て
み
た
い
と
い
う
念
願

は
誰
し
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

鈴
木
重
孝
の
『
絹
き
ぬ
ぶ
る
い

篩
』
に
よ
れ
ば
、

江
戸
時
代
は
統
人
へ
の
希
望
者
が

表―Ⅰ　統人が関わる神事・行事

図―Ⅰ　足掛け3年勤めの統人

古 統 人

新 統 人

新 統 人

古 統 人

7
月

7
月

7
月

1
月

12
月

1
月

12
月

2 年目⎫ ⎬ ⎭ ⎫ ⎬ ⎭｜ ｜ ⎫ ⎬ ⎭1 年目 3年目
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多
数
い
た
た
め
に
神
籤
に
よ
っ
て
統
人
を
選
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
神
籤
撰
び
の

祭
式
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
統
人
は
、
神
意
的
、
信
仰
的
に
選
ば
れ
た
統
人
で
あ
り
、

氏
子
か
ら
の
衆
望
も
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
）
2
（

。

昭
和
初
期
前
後
に
な
る
と
社
会
情
勢
の
変
化
と
多
額
の
経
費
負
担
に
よ
っ
て
、
統

人
へ
の
志
願
者
は
減
少
し
た
。志
願
の
個
人
統
か
ら
依
頼
す
る
個
人
統
へ
と
変
化
し
、

そ
れ
か
ら
町
内
統
、
団
体
統
へ
と
紆
余
曲
折
を
経
て
、
現
行
の
町
内
統
が
確
立
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
経
済
的
問
題
も
含
め
て
、
東
湖
八
坂
神
社
祭
の
祭
祀
形
態
の
基
本
原

則
で
あ
る
統
人
制
を
く
ず
さ
な
い
た
め
に
町
内
統
の
輪
番
制
を
と
る
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。
統
人
と
い
う
祭
祀
組
織
の
中
心
的
存
在
は
残
し
て
、
そ
の
伝
承
的
信
仰
を

継
承
す
る
考
え
方
を
し
た
。
そ
れ
は
統
人
制
を
維
持
す
る
た
め
の
経
済
的
負
担
と
援

助
に
あ
っ
た
）
3
（

。

統
人
制
祭
祀
組
織
の
維
持
の
ひ
と
つ
に
統
人
の
家
す
な
わ
ち｢

統
前
の
家｣

・
頭

屋
が
あ
げ
ら
れ
る
。
統
人
の
家
・
統
前
の
家
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
普
通
の
統
人
の

家
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
一
番
統
の
家
が
統
前
に
な
る
。
し
か
し
、
町

内
統
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
年
設
置
さ
れ
て
き
た
町
内
会
館
や
集
会
所
な
ど
の
公

的
施
設
を
統
前
の
家
に
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
一
番
統
に
な
る
代
表
統

人
は
、
普
通
の
家
庭
内
で
終
始
行
う
と
、
家
庭
内
は
精
神
的
、
生
活
的
、
空
間
的
、

時
間
的
な
制
約
を
受
け
、
現
代
社
会
制
度
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
が
出
て
き
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
、
天
王
で
は
本
郷
会
が
本
郷
会
館
（
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）

に
お
い
て
統
前
執
行
出
来
る
よ
う
に
会
館
を
作
り
変
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
統
人

が
統
人
た
る
意
味
に
お
い
て
、
統
前
に
お
竹
を
迎
え
て
一
年
間
の
祭
祀
を
す
る
と
い

う
原
則
や
信
仰
は
く
ず
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
施
設
を
統
前
の
家
に
利

用
す
る
と
一
年
中
に
わ
た
っ
て
常
時
の
住
居
者
が
い
る
わ
け
で
な
く
、
本
来
の
統
前

の
家
の
信
仰
心
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
町
内
統
の
輪
番
制
と
い
う
の
は
以
下
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

天
王
の
本
郷
で
は
本
郷
会
と
し
て
、
一
番
統
を
勤
め
る
。
本
郷
会
は
本
町
、
上
荒
町
、

上
曲
町
、
下
曲
町
、
旭
町
、
神
明
町
、
西
荒
町
、
東
荒
町
、
下
町
、
東
湖
町
の
一
〇

部
落
で
あ
る
。
二
番
統
を
勤
め
る
部
落
会
と
し
て
江
川
、
羽
立
、
中
羽
立
、
渋
谷
、

児
玉
、
塩
口
の
六
部
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
天
王
に
お
い
て
は
一
番
統
も
二
番
統
も

各
々
統
前
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
頭
屋
あ
る
い
は
統
屋
と
い
う
言
葉
は
こ
こ
に

な
い
。
頭
屋
に
あ
た
る
家
を｢

ト
ウ
メ
ノ
エ｣

と
い
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、｢

統
前

の
家｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

船
越
に
お
い
て
は
、
一
番
統
も
二
番
統
も
一
揃
い
と
な
り
、
統
前
の
家
を
あ
て
て

い
る
。
こ
の
違
い
は
、
天
王
は
町
内
統
と
し
て
も
一
番
統
は
本
郷
会
よ
り
、
二
番
統

は
部
落
会
よ
り
出
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
が
別
々
で
あ
る
。
船
越
の
輪
番

制
は
、
町
内
連
合
会
の
輪
番
制
で
あ
り
、
中
町
、
西
町
、
新
地
町
、
荒
町
、
本
町
、

新
町
、寺
後
町
、長
沼
町
の
八
町
内
か
ら
一
町
内
統
を
出
す
輪
番
制
で
あ
る
。ゆ
え
に
、

　

一
番
統
も
二
番
統
も
同
一
町
内
か
ら
勤
仕
す
る
の
で
あ
る
。
両
統
人
を
同
一
町
内

か
ら
出
し
、
統
前
の
家
は
町
内
会
館
を
使
用
す
る
。

統
人
の
正
式
な
名
称
は｢

一
番
統｣

と
い
う
の
は
俗
称
で
あ
り
、
本
当
は｢

一
番

竹｣

で
あ
る
。
一
般
に
は
理
解
し
や
す
く
一
番
統
と
言
習
わ
し
て
い
る
。
二
番
統
も

正
式
に
は
「
二
番
竹｣

で
あ
り
、
一
番
竹
が
統
人
の
筆
頭
で
あ
る
の
に
対
し
て
次
席

天王 船越
一番統 二番統 一番統・二番統
（本郷会） （部落会） （町内連合会）
本町 江川 中町
上荒町 羽立 西町
上曲町 中羽立 新地町
下曲町 渋谷 荒町
旭町 児玉 本町
神明町 塩口 新町
西荒町 寺後町
東荒町 長沼町
下町
東湖町
10 6 8

表―Ⅱ　町内統の輪番制
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の
統
人
で
あ
る
。
一
番
竹
の
補
佐
役
を
勤
め
る
人
で
あ
る
。
こ
の
統
人
の
正
式
名
称

が｢

一
番
竹｣

「
二
番
竹｣

と
な
る
の
か
は
、
お
竹
が
東
湖
八
坂
神
社
祭
の
統
人
行

事
と
そ
の
信
仰
の
中
で
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
お
竹
渡
し
と
お
竹
受
け
の
行
事
に
よ
っ
て
統
人
が
交
代
し
、
行
事
が
引
継
が
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
こ
の
お
竹
に
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
統
人
と
な

る
の
は
こ
の
お
竹
を
迎
え
て
受
入
れ
て
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
お
竹
祭
祀
の
神
事
は
厳
密
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
船
越
で
は
お
竹
を
「
お
は

き
様
」
と
称
し
て
新
し
く
統
人
に
な
る
、
受
け
る
前
日
に
神ひも
ろ
ぎ籬

祓
い
の
儀
が
な
さ
れ

る
。
こ
れ
か
ら
も
お
竹
は
神ひも
ろ
ぎ籬

の
神
体
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
統
人
は
こ
の
お
竹
を
受
け
て
一
年
間
そ
れ
を
祀
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
天
王

祭
年
中
祭
礼
の
開
始
は
お
竹
受
け
か
ら
と
な
る
。
前
節
で
も
記
述
し
た
よ
う
に
、
祭

祀
用
に
使
用
さ
れ
る
お
竹
は
、
祭
礼
の
前
日
の
七
月
七
日
に
脇
本
神
官
伊
藤
家
ま
で

迎
え
に
行
く
も
の
で
、
こ
れ
を
お
竹
迎
え
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
王
の
側
の
行

事
と
さ
れ
、
新
統
と
古
統
の
二
番
統
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
お
竹
は
統
人
に
よ
っ
て
神

社
ま
で
迎
え
入
れ
ら
れ
る
と
神
社
本
殿
前
に
安
置
さ
れ
る
。
祭
礼
当
日
、
神
竹
は
そ

の
束
の
ま
ま
神
幸
式
の
神
輿
に
乗
せ
ら
れ
神
幸
す
る
こ
と
に
な
る
。
祭
礼
後
半
に
神

輿
が
還
御
す
れ
ば
、
そ
の
中
の
四
本
の
神
竹
は
や
が
て
次
年
度
の
統
人
に
受
継
が
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
天
王
の
お
竹
渡
し
と
船
越
の
お
竹
渡
し
は
若
干
の
差
違
が
見
ら
れ
る
。
天

王
は
お
竹
渡
し
は
七
月
八
日
午
前
〇
時
に
神
社
宮
司
よ
り
お
竹
を
戴
き
、
形
式
上
、

前
日
ま
で
新
統
一
番
竹
と
新
統
二
番
竹
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
お
竹
を
担
い
で
、
迎
え

る
統
前
の
家
ま
で
持
っ
て
行
く
。
新
し
く
お
竹
を
受
け
る
統
人
は
、
予
め
お
竹
を
鎮

座
す
る
場
所
を
準
備
し
て
お
く
。
新
し
く
お
竹
を
受
け
る
統
前
は
受
取
っ
た
時
に
新

統
一
番
竹
・
新
統
二
番
竹
と
な
り
、
お
竹
を
渡
し
た
方
は
、
古
統
一
番
竹
・
古
統
二

番
竹
に
交
代
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
船
越
の
方
は
七
月
七
日
の
祭
礼
終
了
後
の
御

神
幸
式
終
了
後
に
、
神
輿
か
ら
神
社
社
前
に
納
め
ら
れ
た
お
竹
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と

つ
ず
つ
神
竹
を
受
け
て
、
そ
れ
を
担
い
で
新
統
前
の
家
へ
と
向
う
の
で
あ
る
。
お
竹

は
統
前
に
前
日
ま
で
に
神ひも
ろ
ぎ籬

祓
い
儀
を
な
し
た
清
浄
な
赤
砂
を
盛
っ
た
上
に
斜
に
か

け
ら
れ
た
葦
簾
の
上
か
ら
差
し
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
船
越
の
場
合
は
個
人
統

か
ら
町
内
統
に
変
化
し
た
際
に
現
行
の
簡
略
化
さ
れ
た
お
竹
渡
し
が
定
着
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
以
前
は
天
王
と
同
様
の
七
月
八
日
深
夜
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

神
竹
の
授
受
が
統
人
の
交
代
で
あ
る
。
お
竹
は
御
神
体
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

で
一
定
の
場
所
に
鎮
座
さ
せ
て
お
き
、
祭
祀
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
お
竹

納
め
と
い
っ
た
。
お
竹
渡
し
が
す
む
と
送
り
統
は
名
実
と
も
に
古
統
人
と
な
る
が
、

最
終
的
に
は
送
り
統
役
は
七
月
八
日
朝
の
注
連
納
め
を
も
っ
て
完
結
す
る
。
古
統
人

と
な
っ
た
送
り
統
は
お
竹
納
め
の
儀
式
に
立
会
う
の
で
あ
る
。
お
竹
は
御
神
体
と
し

て
、
そ
の
統
前
た
る
統
人
が
迎
え
て
一
年
間
鎮
座
奉
祀
す
る
こ
と
に
よ
り
統
人
の
統

人
た
る
所
以
で
あ
り
、
統
人
た
る
資
格
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
お

竹
は
そ
れ
ぞ
れ
統
人
の
数
毎
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
統
前
で
は
一
番
統
人
が
祭

祀
全
体
の
責
務
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
お
竹
と
統
人
の
関
係
で
、
特
に
、
新
統
一
番

竹
は
祭
祀
の
中
心
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

❸
結
論
的
考
察

東
湖
八
坂
神
社
の
統
人
行
事
は
、
秋
田
県
で
は
数
少
な
い
統
人
制
を
保
持
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
村
落
祭
祀
の
あ
り
方
を
伝
承
す
る
重
要
な
祭
祀
形
態
を

備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
氏
神
で
あ
る
祭
神
の
神
徳
と
権
威
を
意
義
づ
け
る
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
地
域
性
の
あ
る
氏
子
の
信
仰
心
が
極
め
て
古
態
的
な
神
祭
り
を
今
に

伝
え
て
い
る
。

東
湖
八
坂
神
社
の
統
人
制
は
神
社
に
お
け
る
神
事
と
行
事
を
主
宰
す
る
立
場
を
確

立
し
、
神
職
の
介
添
、
饗
応
に
あ
た
り
、
統
人
は
毎
年
に
交
代
で
そ
の
任
に
あ
た
る
。

そ
の
仕
来
り
は
古
来
の
方
式
、
古
来
の
作
法
で
あ
る
。

統
人
制
が
成
立
し
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
地
域
祭
祀
集
団
の
形
成
と
と
も
に
、

祭
祀
の
神
勤
を
平
等
に
氏
子
の
間
で
果
た
そ
う
と
す
る
形
式
が
統
人
制
を
成
立
さ
せ
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た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
祭
祀
形
態
が
統
人
制
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
氏
子

意
識
と
信
仰
心
を
強
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
湖
八
坂
神
社
・
天
王
祭
は
、
祭
神
や

神
事
に
関
し
て
、
故
事
来
歴
を
物
語
る
時
に
、
か
な
り
古
く
か
ら
神
話
を
通
し
て
説

明
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
素
す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
鳴
尊
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
す
る
日
本
神
話
に
基
づ

い
て
、
神
話
を
信
仰
的
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
王
祭
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る

牛
乗
り
は
素
す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
鳴
尊
が
高
天
原
か
ら
出
雲
の
国
へ
追
放
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
り
、
く

も
舞
は
八
岐
大
蛇
が
退
治
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。他
に
も
酒
部
屋
親
爺
が
足
名
椎
で
、

酒
部
屋
姥
は
手
名
椎
と
さ
れ
る
。
日
本
神
話
や
故
事
来
歴
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、

信
仰
と
も
関
わ
り
な
が
ら
氏
子
と
統
人
の
正
統
性
を
強
調
す
る
表
現
法
で
あ
ろ
う
。

統
人
と
い
う
限
定
し
た
人
を
祭
祀
の
代
表
者
と
な
し
、
神
社
の
神
威
と
そ
れ
に
対

す
る
崇
敬
を
表
出
す
る
形
で
、
厳
粛
に
神
事
を
行
う
こ
と
は
、
あ
ま
ね
く
地
域
社
会

に
そ
の
信
仰
を
屹
立
さ
せ
、
そ
れ
を
象
徴
と
す
る
か
の
よ
う
な
形
で
保
持
し
続
け
て

き
た
の
で
あ
る
。

（
1
）　

佐
藤
敬｢

東
北
地
方
に
お
け
る
宮
座
の
乏
少
性
に
つ
い
て
―
秋
田
県
仙
北
郡
協
和
町
船
玉
神

社
を
中
心
と
し
て｣

（『
日
本
民
俗
学
』
八
九
号
・
一
九
七
三
）
は
事
例
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
は

あ
ま
り
に
も
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）　

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
六
月
一
日
に
舩マ
マ

越
町
役
場
発
行
の
『
鎮
守
八
坂
神
社
統
人
記
録
』

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
昭
和
八
年
度
マ
テ
ハ
町
内
志
望
者
中
ヨ
リ
神
籤
ヲ
以
テ

統
人
ヲ
定
メ
来
リ
シ
モ
偶
偶
昭
和
九
年
度
ノ
統
人
ニ
故
障
出
来
シ
止
ム
無
ク
町
当
局
ト
氏
子

惣
代
ト
相
謀
リ
町
内
勤
メ
ノ
相
談
ヲ
為
シ
町
長
代
理
助
役
太
田
貞
三
ヨ
リ
町
会
議
員
ニ
提
議

シ
テ
其
賛
成
ヲ
得
左
ノ
基
礎
案
ヲ
得
タ
リ
、
一
、
全
町
内
ヲ
別
チ
五
区
ニ
ス
ル
事
第
一
区
荒
町

部
第
二
区
新
町
部
第
三
区
中
町
部
第
四
区
西
町
部
第
五
区
新
地
部
但
シ
区
域
ハ
別
紙
図
面
ノ

通
リ　

二
、
各
町
内
ハ
各
々
事
情
ヲ
参
酌
シ
町
内
役
員
ヲ
適
宜
ニ
定
メ
置
ク
コ
ト　

三
、
各
町

内
ハ
臨
時
代
理
者
ヲ
左
記
ノ
通
リ
定
メ
其
代
表
者
ハ
町
内
ニ
集
合
所
及
集
合
ノ
日
時
ヲ
指
定

シ
テ
集
合
セ
シ
メ
町
内
祭
リ
ノ
相
談
ヲ
ナ
シ
結
果
ヲ
町
当
局
ニ
報
告
ス
ル
コ
ト　

代
表
者　

荒
町
部
鈴
木
福
治　

新
町
部
米
屋
米
治　

中
町
部
太
田
永
治　

西
町
部
西
村
助
松　

新
地
部

森
元
丹
之
助　

以
上
ノ
如
ク
決
定
ヲ
ナ
シ
タ
リ　

斯カ

ク
テ　

仝
月
二
十
五
日
各
町
内
ノ
報
告

ニ
依
リ
代
表
者
ノ
集
合
ヲ
求
メ
タ
ル
ニ
出
席
者
左
ノ
如
シ　

一
、
荒
町
部
鈴
木
金
太　

米
谷
久

太
郎　

二
、
新
町
部
米
屋
米
治　

大
野
農
之
助　

三
、
中
町
部
太
田
永
治　

米
谷
慶
太
郎　

加

註

賀
谷
富
蔵　

四
、
西
町
部
西
村
助
松　

大
野
権
治
郎　

五
、
新
地
部
渡
部
源
蔵　

天
野
冨
吉　

氏
子
惣
代
鈴
木
福
治　

佐
藤
久
一
郎　

役
場
員
太
田
貞
三　

根
岸
左
源
太　

根
田
健
治　

右

人
数
ニ
依
リ
諸
事
相
談
ノ
上
此
ノ
記
録
ヲ
作
製
シ
各
町
ハ
此
ノ
記
録
ニ
基
キ
祭
事
ヲ
執
行
ス

ル
モ
ノ
ト
ス　

右
決
議
ニ
基
キ
直
ニ
鎌
田
利
秋
氏
ノ
臨
席
ヲ
求
メ
神
籤
ヲ
以
テ
左
ノ
順
序
ニ

決
定
ス　

一
、
昭
和
九
年
度
新
地
部　

二
、
昭
和
拾
年
度
中
町
部　

三
、
昭
和
拾
壱
年
度
西
町

部　

四
、
昭
和
拾
弐
年
度
新
町
部　

五
、
昭
和
拾
参
年
度
荒
町
部　

右
ニ
テ
各
町
共
快
諾
シ
一

巡
後
ハ
又
新
地
ヨ
リ
始
マ
リ
テ
循
環
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」（
一
〜
三
頁
）。

（
3
）　

大
野
為
田
（
権
治
郎
）
が
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
五
月
に
著
し
た
『
東
湖
八
坂
神
社
に

つ
い
て
そ
の
2
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。｢

天
王
社
御
統
帳
（
鈴
木
重
孝
文
書
）
に
よ
れ
ば

船
越
統
人
の
筆
頭
は
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
一
番
統
助
左
エ
門
、
二
番
統
多
エ
門
と
記
さ
れ

て
お
り
、
爾
来
連
綿
と
し
て
二
人
勤
め
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
よ
り
の
町
内
廻
り
説
が
実
現

し
て
明
治
一
〇
年
、
大
野
円
助
、
鈴
木
平
五
郎
の
次
が
翌
年
新
町
清
水
権
四
郎
、
仲
町
安
田
惣

九
郎
、
西
町
大
野
権
六
と
町
内
代
表
（
伍
長
と
も
い
う
）
が
三
年
続
い
た
と
こ
ろ
で
元
に
戻
り

明
治
一
四
年
、
仲
村
万
エ
門
と
大
島
惣
左
エ
門
と
二
人
勤
め
と
な
っ
て
い
る
。
其
後
に
も
時
に

一
人
勤
め
、
時
に
は
二
人
勤
め
と
繰
り
返
し
が
続
い
た
が
、
昭
和
九
年
に
至
っ
て
町
内
勤
番
が

本
極
ま
り
と
な
り
、
新
地
、
仲
町
、
西
町
、
新
町
、
荒
町
の
順
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
も

長
続
き
せ
ず
、
心
願
に
よ
る
個
人
勤
め
で
な
ん
と
か
祭
祀
を
維
持
し
て
き
た
。
昭
和
二
八
年
七

月
氏
子
惣
代
の
肝
い
り
で
漸
く
町
内
勤
め
が
復
活
し
、
順
位
は
仲
町
、
西
町
新
地
、
荒
町
、
本

丁
、
新
町
、
寺
後
と
決
定｣

し
た
。「
由
来
お
統
の
勤
番
は
船
越
、
天
王
と
も
に
無
上
の
光
栄

と
考
え
、
ど
ん
な
苦
労
し
て
も
一
代
の
う
ち
一
遍
は
お
統
の
大
役
を
や
っ
て
み
た
い
と
念
願

し
た
の
で
例
年
法
印
さ
ま
方
に
集
ま
っ
て
（
祭
典
の
前
日
）、
一
番
統
、
二
番
統
の
希
望
者
三

人
宛
を
選
び
其
中
か
ら
神
籤
に
よ
っ
て
明
年
の
統
人
一
ず
つ
を
決
定
し
た
。」（
一
一
頁
）。
東

湖
八
坂
神
社
崇
敬
会
『
東
湖
八
坂
神
社
祭
典
統
人
記
録
』（
一
九
八
五
）、
東
湖
八
坂
神
社
『
東

湖
八
坂
神
社
祭
統
人
行
事
』（
一
九
九
〇
）、『
日
本
祭
祀
研
究
集
成
』
第
三
巻
（
名
著
出
版
・

一
九
七
六
）、
磯
村
朝
次
郎
『
舟
越
誌
』（
船
越
経
友
会
・
一
九
七
八
）、
上
法
香
苗
『
天
王
町

誌
資
料
』（
天
王
町
・
一
九
六
八
）、
鈴
木
重
孝
『
絹
篩
』（『
新
秋
田
叢
書
』
第
四
巻
・
歴
史
図

書
社
一
九
七
一
）
参
照
。

（
東
北
文
化
学
園
大
学
総
合
政
策
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
一〇
月
二
日
受
付
、
二
〇
一〇
年
九
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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Miya-za, as a form of an organization for worshipping village ujigami, is concentrated highly in the Kinki area. 

However, by comparison with the forms of religious services in other regions, it will be possible to know further 

characteristics of the practice of miya-za. Therefore, this article examines the cause of the formation of miya-za 

based on one case example in the Tohoku area where miya-za is rare. The Tonin Festival of Tokoyasaka Shrine 

across two regions of former Tennomachi （current Katagami City） and Funakoshi, Oga City in Akita Prefecture is 

designated as a national significant intangible folk cultural asset. This article examines mainly the organization for 

this Tonin Festival. Tonin mentioned here is a person who assumes a central role in an organization for religious 

services. This article clarifies that the inheritance of this tonin system is the core of the festival of Tokoyasaka 

Shrine.

Key words: Tonin, Tokoyasaka Shrine, Otake, Ohakisama, Ushinori, Kumomai

One Case Example in Tohoku Area with less Miya-za：The Tonin Festival 
of Tokoyasaka Shrine

INE Yuji


